
一
頁

○
総
務
省
令
第
百
四
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

六
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き

、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施

行
に
伴
う
総
務
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
六
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
に
伴
う
総
務
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
放
送
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
四
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
有
線
電
気
通
信
設
備
の
規
模
）



二
頁

第
百
四
十
一
条
の
二

法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
規
模
の
も
の
は
、
引
込
端
子
の
数
が
五
百
の
も
の

と
す
る
。

２

第
百
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
引
込
端
子
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
百
四
十
四
条
中
「
総
務
大
臣
」
の
下
に
「
（
法
第
百
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
小
規
模
施
設
特
定
有
線
一
般
放
送

事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
都
道
府
県
知
事
。
第
百
六
十
九
条
及
び
第
二

百
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
四
十
の
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（

1
4
1

）

別
表

第
四

十
の

一
号

第
条

関
係

有
線

一
般

放
送

小
規

模
施

設
特

定
有

線
一

般
放

送
を

除
く

業
務

開
始

届
出

書

（

）

。

年
月

日

総
務

大
臣

殿

郵
便

番
号

住
所



三
頁

（

）

ふ
り

が
な

氏
名

法
人

又
は

団
体

に
あ

つ
て

は
名

称
及

び

（

、

）

代
表

者
の

氏
名

記
名

押
印

又
は

署
名

。

電
話

番
号

有
線

一
般

放
送

小
規

模
施

設
特

定
有

線
一

般
放

送
を

除
く

以
下

同
じ

の
業

務
を

次
の

と
お

り
行

う
の

で
（

）

。
。

、

放
送

法
第

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

届
け

出
ま

す
1
3
3

。

代
表

権
を

有
す

る
役

員
の

氏
名

届
出

者

一
般

放
送

の
種

類

自
己

の
設

備
又

は
他

人
の

設

使
備

の
別

設
備

の
規

模

用
ヘ

ッ
ド

エ
ン

ド
の

設
置

場
所



四
頁

主
た

る
演

奏
所

の
設

置
場

所

施
受

信
空

中
線

の
設

置
場

所

線
路

及
び

付
近

の
道

路
鉄

、

設
道

軌
道

等
の

位
置

、

使
用

す
る

周
波

数
用

途
再

放
送

の
同

意
同

意
を

得
た

放
送

事
業

者
名

業務業
務

区
域

放
放

送
番

組
の

編
集

の
基

準
放

送
時

間



五
頁

送
１

日
当

た
り

番
時

間

組
主

た
る

放
送

事
項

に関する事項業
務

開
始

の
予

定
期

日
業

務
開

始
時

の
受

信
契

約
者

（

）

の
見

込
数

有
料

放
送

の
実

施
□

有
料

放
送

を
含

む
□

有
料

放
送

を
含

ま
な

い

注
１

届
出

者
が

法
人

で
あ

る
場

合
は

定
款

又
は

寄
附

行
為

法
人

以
外

の
団

体
で

あ
る

場
合

は
団

体
の

規
約

を
添

付
、



六
頁

す
る

こ
と

。

注
２

一
般

放
送

の
種

類
の

欄
に

は
放

送
法

第
条

第
１

号
に

定
め

る
一

般
放

送
の

種
類

を
記

載
す

る
こ

と
1
4
2

、
。

（

）

記
載

例

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

一
般

放
送

の
種

類

ラ
ジ

オ
放

送
告

知
放

送
業

務

―

注
３

設
備

の
規

模
の

欄
に

は
当

該
設

備
に

係
る

引
込

端
子

の
数

を
記

載
す

る
こ

と
、

。

注
４

ヘ
ッ

ド
エ

ン
ド

の
設

置
場

所
の

欄
主

た
る

演
奏

所
の

設
置

場
所

の
欄

及
び

受
信

空
中

線
の

設
置

場
所

の
欄

に
、

は
例

え
ば

何
県

何
市

何
町

何
丁

目
何

番
何

号
何

ビ
ル

の
屋

上
の

よ

「
（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

」

、
、

う
に

記
載

す
る

こ
と

。

注
５

線
路

及
び

付
近

の
道

路
鉄

道
軌

道
等

の
位

置
の

欄
に

は
地

図
に

記
載

の
と

お
り

と
記

載
し

線

「

」

、
、

、
。

、

路
及

び
付

近
の

道
路

鉄
道

軌
道

等
の

位
置

を
記

載
し

た
地

図
を

添
付

す
る

こ
と

、
、

。

注
６

使
用

す
る

周
波

数
の

欄
に

は
ヘ

ッ
ド

エ
ン

ド
の

出
力

端
子

に
お

け
る

も
の

を
記

載
す

る
こ

と
、

。

「

（

）

（

）

」

注
７

用
途

の
欄

に
は

例
え

ば
Ｎ

Ｈ
Ｋ

何
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
局

総
合

の
放

送
の

同
時

再
放

送
、

、
、



七
頁

何
社

何
デ

ジ
タ

ル
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
局

の
放

送
の

同
時

再
放

送
何

社
何

一
般

放

「
（

）

（

）

」

「
（

）

（

）

、

送
の

同
時

再
放

送
自

主
放

送
の

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と

」

「

」

、
。

注
８

再
放

送
の

同
意

の
欄

に
は

有
と

記
載

す
る

と
と

も
に

併
せ

て
同

意
を

得
た

放
送

事
業

者
名

の
欄

に
放

「

」

、
、

送
事

業
者

名
を

記
載

し
同

意
書

の
写

し
を

添
付

す
る

こ
と

、
。

注
９

業
務

区
域

の
欄

に
は

地
図

に
記

載
の

と
お

り
と

記
載

し
有

線
一

般
放

送
の

加
入

申
込

が
あ

つ
た

場

「

」

、
。

、

合
に

当
該

加
入

申
込

を
遅

滞
な

く
受

諾
で

き
る

区
域

並
び

に
当

該
区

域
の

存
す

る
都

道
府

県
名

市
町

村
名

及
、

、

び
市

町
村

の
区

域
を

記
載

し
た

地
図

を
添

付
す

る
こ

と
。

注
放

送
番

組
に

関
す

る
事

項
の

欄
に

は
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
を

行
う

場
合

に
お

い
て

は
自

主
放

送
を

行
う

場
合

1
0

、

に
限

り
記

載
す

る
こ

と
と

し
ラ

ジ
オ

放
送

を
行

う
場

合
に

お
い

て
は

放
送

時
間

及
び

主
た

る
放

送
事

項
に

限
り

、

記
載

す
る

こ
と

ま
た

放
送

番
組

の
編

集
に

関
す

る
基

本
計

画
が

あ
る

と
き

は
こ

れ
を

添
付

す
る

こ
と

。
、

、
。

注
業

務
開

始
時

の
受

信
契

約
者

の
見

込
数

の
欄

の
内

に
は

再
放

送
の

み
の

受
信

契
約

者
の

見
込

数
を

再
1
1

（

）
、

掲
す

る
こ

と
。

注
有

料
放

送
の

実
施

の
欄

に
は

放
送

法
第

条
第

１
項

に
規

定
す

る
有

料
放

送
を

含
む

か
否

か
に

つ
い

て
記

1
2

1
4
7

、



八
頁

載
す

る
も

の
と

し
同

欄
の

□
に

は
該

当
す

る
事

項
に

レ
印

を
付

け
る

こ
と

、
、

。

注
こ

の
様

式
に

使
用

す
る

用
紙

の
大

き
さ

は
日

本
工

業
規

格
Ａ

列
４

番
と

す
る

こ
と

1
3

、
。

注
該

当
欄

に
全

部
を

記
載

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
は

そ
の

欄
に

別
紙

に
記

載
す

る
旨

を
記

載
し

こ
の

様
1
4

、
、

式
に

定
め

る
規

格
の

用
紙

に
適

宜
記

載
す

る
こ

と
。

別
表
第
四
十
の
二
号
を
別
表
第
四
十
の
三
号
と
し
、
別
表
第
四
十
の
一
号
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

（

1
4
1

）

別
表

第
四

十
の

二
号

第
条

関
係

小
規

模
施

設
特

定
有

線
一

般
放

送
業

務
開

始
届

出
書

年
月

日

都
道

府
県

知
事

殿

郵
便

番
号

住
所

（

）
ふ

り
が

な

氏
名

法
人

又
は

団
体

に
あ

つ
て

は
名

称
及

び
（

、



九
頁

）

代
表

者
の

氏
名

記
名

押
印

又
は

署
名

。

電
話

番
号

小
規

模
施

設
特

定
有

線
一

般
放

送
の

業
務

を
次

の
と

お
り

行
う

の
で

放
送

法
第

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

1
3
3

、

届
け

出
ま

す
。

代
表

権
を

有
す

る
役

員
の

氏
名

届
出

者

一
般

放
送

の
種

類

使
自

己
の

設
備

又
は

他
人

の
設

備
の

別

用
設

備
の

規
模

ヘ
ッ

ド
エ

ン
ド

の
設

置
場

所

施
受

信
空

中
線

の
設

置
場

所

線
路

及
び

付
近

の
道

路
鉄

、



一
〇
頁

設
道

軌
道

等
の

位
置

、

使
用

す
る

周
波

数
用

途
再

放
送

の
同

意
同

意
を

得
た

放
送

事
業

者
名

業務業
務

区
域

放
放

送
時

間

送
一

日
当

た
り

番
時

間

組
主

た
る

放
送

事
項

に



一
一
頁

関する事項業
務

開
始

の
予

定
期

日
業

務
開

始
時

の
受

信
契

約
者

の
見

込
数

有
料

放
送

の
実

施
□

有
料

放
送

を
含

ま
な

い

注
１

届
出

者
が

法
人

で
あ

る
場

合
は

定
款

又
は

寄
附

行
為

法
人

以
外

の
団

体
で

あ
る

場
合

は
団

体
の

規
約

を
添

付
、

す
る

こ
と

。

注
２

一
般

放
送

の
種

類
の

欄
に

は
放

送
法

第
条

第
１

号
に

定
め

る
一

般
放

送
の

種
類

を
記

載
す

る
こ

と
1
4
2

、
。

（

）

記
載

例

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

一
般

放
送

の
種

類



一
二
頁

ラ
ジ

オ
放

送
共

同
聴

取
業

務

―

注
３

設
備

の
規

模
の

欄
に

は
当

該
設

備
に

係
る

引
込

端
子

の
数

を
記

載
す

る
こ

と
、

。

注
４

ヘ
ッ

ド
エ

ン
ド

の
設

置
場

所
の

欄
に

は
例

え
ば

何
県

何
市

何
町

何
丁

目
何

番

「
（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

、
、

何
号

何
ビ

ル
の

屋
上

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

（

）

（

）

」

。

注
５

線
路

及
び

付
近

の
道

路
鉄

道
軌

道
等

の
位

置
の

欄
に

は
地

図
に

記
載

の
と

お
り

と
記

載
し

線

「

」

、
、

、
。

、

路
及

び
付

近
の

道
路

鉄
道

軌
道

等
の

位
置

を
記

載
し

た
地

図
を

添
付

す
る

こ
と

、
、

。

注
６

使
用

す
る

周
波

数
の

欄
に

は
ヘ

ッ
ド

エ
ン

ド
の

出
力

端
子

に
お

け
る

も
の

を
記

載
す

る
こ

と
、

。

「

（

）

（

）

」

注
７

用
途

の
欄

に
は

例
え

ば
Ｎ

Ｈ
Ｋ

何
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
局

総
合

の
放

送
の

同
時

再
放

送
、

、
、

何
社

何
デ

ジ
タ

ル
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
局

の
放

送
の

同
時

再
放

送
の

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と

「
（

）

（

）

」

。

注
８

再
放

送
の

同
意

の
欄

に
は

有
と

記
載

す
る

と
と

も
に

併
せ

て
同

意
を

得
た

放
送

事
業

者
名

の
欄

に
放

「

」

、
、

送
事

業
者

名
を

記
載

し
同

意
書

の
写

し
を

添
付

す
る

こ
と

、
。

注
９

業
務

区
域

の
欄

に
は

地
図

に
記

載
の

と
お

り
と

記
載

し
小

規
模

施
設

特
定

有
線

一
般

放
送

の
加

入

「

」

、
。

、

申
込

が
あ

つ
た

場
合

に
当

該
加

入
申

込
を

遅
滞

な
く

受
諾

で
き

る
区

域
並

び
に

当
該

区
域

の
存

す
る

都
道

府
県

、



一
三
頁

名
市

町
村

名
及

び
市

町
村

の
区

域
を

記
載

し
た

地
図

を
添

付
す

る
こ

と
、

。

注
放

送
番

組
に

関
す

る
事

項
の

欄
に

は
ラ

ジ
オ

放
送

を
行

う
場

合
に

限
り

記
載

し
放

送
番

組
の

編
集

に
関

す
1
0

、
、

る
基

本
計

画
が

あ
る

と
き

は
こ

れ
を

添
付

す
る

こ
と

、
。

注
有

料
放

送
の

実
施

の
欄

に
は

放
送

法
第

条
第

１
項

に
規

定
す

る
有

料
放

送
を

含
ま

な
い

も
の

で
あ

る
こ

1
1

1
4
7

、

と
に

つ
い

て
□

に
レ

印
を

付
け

る
こ

と
、

。

注
こ

の
様

式
に

使
用

す
る

用
紙

の
大

き
さ

は
日

本
工

業
規

格
Ａ

列
４

番
と

す
る

こ
と

1
2

、
。

注
該

当
欄

に
全

部
を

記
載

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
は

そ
の

欄
に

別
紙

に
記

載
す

る
旨

を
記

載
し

こ
の

様
1
3

、
、

式
に

定
め

る
規

格
の

用
紙

に
適

宜
記

載
す

る
こ

と
。

一
般

放
送

業
務

開
始

届
出

書
一

般
放

送
有

線
一

般
放

送
に

あ
つ

て
は

小
規

模
施

設
特

別
表
第
四
十
一
号
中
「

」
を
「

（

、

）

」
に
改
め
、
注
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

定
有

線
一

般
放

送
を

除
く

業
務

開
始

届
出

書
。

注
２

一
般

放
送

の
業

務
区

域
を

変
更

し
よ

う
と

す
る

場
合

は
変

更
前

及
び

変
更

後
の

欄
に

地
図

に
記

載
の

と
お

「

、

り
と

記
載

し
変

更
前

及
び

変
更

後
の

一
般

放
送

の
業

務
区

域
を

記
載

し
た

地
図

を
添

付
す

る
こ

と

」

。
、

。

ま
た

有
線

一
般

放
送

に
あ

つ
て

は
加

入
申

込
が

あ
つ

た
場

合
に

当
該

加
入

申
込

を
遅

滞
な

く
受

諾
で

き
、

、
、



一
四
頁

る
区

域
並

び
に

当
該

区
域

の
存

す
る

都
道

府
県

名
市

町
村

名
及

び
市

町
村

の
区

域
を

記
載

し
た

地
図

を
添

付
す

、

る
こ

と
。

別
表
第
四
十
一
号
を
別
表
第
四
十
一
の
一
号
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

（

1
4
4

）

別
表

第
四

十
一

の
二

号
第

条
関

係

小
規

模
施

設
特

定
有

線
一

般
放

送
業

務
開

始
届

出
書

記
載

事
項

変
更

届

年
月

日

都
道

府
県

知
事

殿

郵
便

番
号

住
所

（

）

ふ
り

が
な

氏
名

法
人

又
は

団
体

に
あ

つ
て

は
名

称
及

び

（

、

）

代
表

者
の

氏
名

記
名

押
印

又
は

署
名

。

電
話

番
号



一
五
頁

年
月

日
付

け
の

小
規

模
施

設
特

定
有

線
一

般
放

送
業

務
開

始
届

出
書

の
記

載
事

項
の

一
部

を
次

の
と

お
り

変
更

す
る

の
で

放
送

法
第

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

届
け

出
ま

す
1
3
3

、
。

変
更

事
項

変
更

前
変

更
後

変
更

の
理

由
予

定
期

日

注
１

小
規

模
施

設
特

定
有

線
一

般
放

送
の

業
務

区
域

を
変

更
し

よ
う

と
す

る
場

合
は

変
更

前
及

び
変

更
後

の
欄

、

に
地

図
に

記
載

の
と

お
り

と
記

載
し

加
入

申
込

が
あ

つ
た

場
合

に
当

該
加

入
申

込
を

遅
滞

な
く

受

「

」
。

、
、

諾
で

き
る

区
域

並
び

に
当

該
区

域
の

存
す

る
都

道
府

県
名

市
町

村
名

及
び

市
町

村
の

区
域

を
記

載
し

た
変

更
、

前
及

び
変

更
後

の
地

図
を

添
付

す
る

こ
と

。

注
２

同
時

再
放

送
に

つ
い

て
新

た
に

放
送

事
業

者
の

同
意

を
得

た
場

合
は

そ
の

同
意

書
の

写
し

を
添

付
す

る
、

、

こ
と

。

注
３

こ
の

様
式

に
使

用
す

る
用

紙
の

大
き

さ
は

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
、

。



一
六
頁

注
４

該
当

欄
に

全
部

を
記

載
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

は
そ

の
欄

に
別

紙
に

記
載

す
る

旨
を

記
載

し
こ

の
、

、

様
式

に
定

め
る

規
格

の
用

紙
に

適
宜

記
載

す
る

こ
と

。
別
表
第
四
十
二
号
中
「

」
を
「

（

）

一
般

放
送

業
務

承
継

届
出

書
一

般
放

送
小

規
模

施
設

特
定

有
線

一
般

放
送

を
除

く
。

業
務

承
継

届
出

書
一

般
放

送
事

業
者

の
地

位
を

承
継

し
た

一
般

放
送

事
業

者
小

規
模

施
設

特
定

有
線

一
」
に
、
「

」
を
「

（

）

」
に
改
め
、
注
３
か
ら
注
５
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

般
放

送
事

業
者

を
除

く
の

地
位

を
承

継
し

た
。

注
３

登
録

一
般

放
送

事
業

者
の

地
位

を
承

継
し

た
場

合
に

お
い

て
は

別
表

第
号

の
別

紙
⑴

及
び

⑸
を

添
付

す
る

3
3

、

こ
と

。

注
４

届
出

一
般

放
送

事
業

者
の

地
位

を
承

継
し

た
場

合
に

お
い

て
承

継
者

が
一

般
放

送
事

業
者

以
外

の
法

人
で

あ
、

る
と

き
は

定
款

又
は

寄
附

行
為

及
び

代
表

権
を

有
す

る
役

員
の

氏
名

を
記

載
し

た
書

面
を

承
継

者
が

一
般

放
送

、

事
業

者
以

外
の

団
体

で
あ

る
と

き
は

こ
れ

に
準

じ
る

書
類

及
び

代
表

権
を

有
す

る
役

員
の

氏
名

を
記

載
し

た
書

面

を
添

付
す

る
こ

と
。

注
５

承
継

に
伴

い
再

放
送

に
つ

い
て

新
た

に
放

送
事

業
者

の
同

意
を

必
要

と
す

る
場

合
に

は
そ

の
同

意
書

の
、

、
、

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。



一
七
頁

別
表
第
四
十
二
号
中
注
６
を
注
７
と
し
、
注
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

注
６

承
継

に
伴

い
新

た
に

道
路

の
占

有
の

許
可

そ
の

他
法

令
に

基
づ

く
処

分
又

は
所

有
者

等
の

承
諾

を
必

要
と

す
、

る
場

合
に

は
そ

の
承

継
に

係
る

部
分

の
当

該
処

分
又

は
当

該
承

諾
の

事
実

を
証

す
る

書
面

の
写

し
を

添
付

す
る

、

こ
と

。

別
表
第
四
十
二
号
を
別
表
第
四
十
二
の
一
号
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

（

1
4
5

）

別
表

第
四

十
二

の
二

号
第

条
関

係

小
規

模
施

設
特

定
有

線
一

般
放

送
業

務
承

継
届

出
書

年
月

日

都
道

府
県

知
事

殿

郵
便

番
号

住
所

（

）
ふ

り
が

な

氏
名

法
人

又
は

団
体

に
あ

つ
て

は
名

称
及

び

（
、



一
八
頁

）

代
表

者
の

氏
名

記
名

押
印

又
は

署
名

。

電
話

番
号

小
規

模
施

設
特

定
有

線
一

般
放

送
事

業
者

の
地

位
を

承
継

し
た

の
で

放
送

法
第

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

1
3
4

、

届
け

出
ま

す
。

承
継

年
月

日

被
承

継
者

小
規

模
施

設
特

定
有

線
一

般
放

送
の

業
務

の
開

始
届

出
年

月
日

備
考

注
１

備
考

の
欄

に
は

承
継

に
係

る
事

情
を

記
載

す
る

こ
と

、
。

注
２

承
継

者
が

小
規

模
施

設
特

定
有

線
一

般
放

送
事

業
者

以
外

の
法

人
で

あ
る

と
き

は
定

款
又

は
寄

附
行

為
及

び

代
表

権
を

有
す

る
役

員
の

氏
名

を
記

載
し

た
書

面
を

小
規

模
施

設
特

定
有

線
一

般
放

送
事

業
者

以
外

の
団

体
、

で
あ

る
と

き
は

こ
れ

に
準

じ
る

書
類

及
び

代
表

権
を

有
す

る
役

員
の

氏
名

を
記

載
し

た
書

面
を

添
付

す
る

こ
と

。



一
九
頁

注
３

承
継

に
伴

い
同

時
再

放
送

に
つ

い
て

新
た

に
放

送
事

業
者

の
同

意
を

必
要

と
す

る
場

合
に

は
そ

の
同

、
、

、

意
書

の
写

し
を

添
付

す
る

こ
と

。

注
４

承
継

に
伴

い
新

た
に

道
路

の
占

有
の

許
可

そ
の

他
法

令
に

基
づ

く
処

分
又

は
所

有
者

等
の

承
諾

を
必

要
と

、

す
る

場
合

に
は

そ
の

承
継

に
係

る
部

分
の

当
該

処
分

又
は

承
諾

の
事

実
を

証
す

る
書

面
の

写
し

を
添

付
す

る
、

こ
と

。

注
５

用
紙

の
大

き
さ

は
日

本
工

業
規

格
Ａ

列
４

番
と

す
る

こ
と

、
。

一
般

放
送

の
業

務
の

廃
止

届
出

書
一

般
放

送
小

規
模

施
設

特
定

有
線

一
般

放
送

を
除

く

別
表
第
四
十
三
号
中
「

」
を
「

（

の
業

務
の

廃
止

届
出

書
一

般
放

送
の

業
務

を
次

の
と

お
り

廃
止

し
た

一
般

放
送

小
規

模
施

設
特

定

）

」
に
、
「

」
を
「

（

。

）

」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
四
十
三
の
一
号
と
し
、
同
表
の

有
線

一
般

放
送

を
除

く
の

業
務

を
次

の
と

お
り

廃
止

し
た

。

次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

（

1
4
6

）

別
表

第
四

十
三

の
二

号
第

条
第

１
項

関
係

小
規

模
施

設
特

定
有

線
一

般
放

送
の

業
務

の
廃

止
届

出
書

年
月

日



二
〇
頁

都
道

府
県

知
事

殿

郵
便

番
号

住
所

（

）

ふ
り

が
な

氏
名

法
人

又
は

団
体

に
あ

つ
て

は
名

称
及

び

（

、

）

代
表

者
の

氏
名

記
名

押
印

又
は

署
名

。

電
話

番
号

小
規

模
施

設
特

定
有

線
一

般
放

送
の

業
務

を
次

の
と

お
り

廃
止

し
た

の
で

放
送

法
第

条
第

１
項

の
規

定
に

1
3
5

、

よ
り

届
け

出
ま

す
。

理
由

小
規

模
施

設
特

定
有

線
一

般
放

送
の

業
務

の
開

始
届

出
年

月
日

業
務

区
域



二
一
頁

廃
止

年
月

日

注
１

業
務

区
域

の
欄

に
は

小
規

模
施

設
特

定
有

線
一

般
放

送
の

業
務

を
廃

止
し

た
地

域
が

明
ら

か
に

な
る

よ
う

、

に
例

え
ば

何
市

何
町

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

「
（

）

（

）

」

、
、

。

注
２

こ
の

様
式

に
使

用
す

る
用

紙
の

大
き

さ
は

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
、

。

一
般

放
送

事
業

者
た

る
法

人
一

般
放

送
事

業
者

小
規

模
施

設
特

定
有

線
一

般
放

送
事

業

別
表
第
四
十
四
号
中
「

」
を
「

（

）

」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
四
十
四
の
一
号
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

者
を

除
く

た
る

法
人

。

（

1
4
6

）

別
表

第
四

十
四

の
二

号
第

条
第

２
項

関
係

小
規

模
施

設
特

定
有

線
一

般
放

送
事

業
者

た
る

法
人

の
解

散
届

出
書

年
月

日

都
道

府
県

知
事

殿

郵
便

番
号

住
所

（

）

ふ
り

が
な



二
二
頁

氏
名

法
人

又
は

団
体

に
あ

つ
て

は
名

称
及

び

（

、

）

代
表

者
の

氏
名

記
名

押
印

又
は

署
名

。

電
話

番
号

小
規

模
施

設
特

定
有

線
一

般
放

送
事

業
者

た
る

法
人

が
解

散
し

た
の

で
放

送
法

第
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

1
3
5

、

り
届

け
出

ま
す

。

解
散

し
た

法
人

の
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名

小
規

模
施

設
特

定
有

線
一

般
放

送
の

業
務

の
開

始
届

出
年

月
日

解
散

年
月

日

注
こ

の
様

式
に

使
用

す
る

用
紙

の
大

き
さ

は
日

本
工

業
規

格
Ａ

列
４

番
と

す
る

こ
と

、
。

別
表
第
五
十
二
号
を
別
表
第
五
十
二
の
一
号
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

（

1
7
1

）

別
表

第
五

十
二

の
二

号
第

条
関

係

（

）

表



二
三
頁

第
号

有
線

電
気

通
信

設
備

の
使

用
検

査
職

員
の

証

こ
の

証
明

書
を

携
帯

す
る

職
員

は
放

送
法

第
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

る
有

線
電

気
通

信
設

備
の

使
用

の
1
4
5

、

立
入

検
査

を
す

る
職

権
を

有
す

る
者

で
あ

る
こ

と
を

証
す

る
。

所
属

県
都

氏
名

都
道

府
県

道

発
行

年
月

日
印

府

有
効

期
限

年
月

日

（

）

裏



二
四
頁

放
送

法
抜

粋

第
条

一
般

放
送

事
業

者
有

線
電

気
通

信
設

備
を

用
い

て
一

般
放

送
の

業
務

を
行

う
者

に
限

る
第

４
項

に
お

い
1
4
5

（

。

て
同

じ
は

そ
の

設
置

に
関

し
必

要
と

さ
れ

る
道

路
法

昭
和

年
法

律
第

号
第

条
第

１
項

若
し

く
は

）

（

2
7

1
8
0

）

3
2

。
、

第
３

項
同

法
第

条
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
の

許
可

そ
の

他
法

令
に

基
づ

く
処

分
を

受
け

（

9
1

）

。

な
い

で
設

置
さ

れ
て

い
る

有
線

電
気

通
信

設
備

又
は

所
有

者
等

の
承

諾
を

得
な

い
で

他
人

の
土

地
若

し
く

は
電

柱
そ

の
他

の
工

作
物

に
設

置
さ

れ
て

い
る

有
線

電
気

通
信

設
備

を
用

い
て

一
般

放
送

を
し

て
は

な
ら

な
い

。

２
総

務
大

臣
小

規
模

施
設

特
定

有
線

一
般

放
送

事
業

者
に

係
る

も
の

に
あ

つ
て

は
第

条
第

１
項

の
規

定
に

（

1
3
3

、

よ
る

届
出

を
受

け
た

都
道

府
県

知
事

次
項

及
び

第
４

項
第

条
並

び
に

第
条

に
お

い
て

同
じ

は
前

1
7
4

1
7
5

）

。
、

。
、

項
の

規
定

の
違

反
に

係
る

有
線

電
気

通
信

設
備

の
設

置
の

状
況

等
に

つ
い

て
道

路
管

理
者

道
路

法
第

条
第

１

（

1
8

、

項
に

規
定

す
る

道
路

管
理

者
を

い
う

そ
の

他
の

関
係

行
政

機
関

及
び

そ
の

他
の

関
係

者
か

ら
資

料
の

提
供

そ
の

）

。

他
の

協
力

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。

３
総

務
大

臣
は

第
１

項
の

規
定

に
違

反
す

る
行

為
で

あ
つ

て
道

路
法

の
違

反
に

係
る

も
の

に
つ

い
て

第
条

の
規

1
7
4

、

定
に

よ
る

処
分

を
行

お
う

と
す

る
と

き
は

あ
ら

か
じ

め
そ

の
旨

を
国

土
交

通
大

臣
に

通
知

す
る

も
の

と
す

る
、

、
。



。

二
五
頁

こ
の

場
合

に
お

い
て

国
土

交
通

大
臣

は
総

務
大

臣
に

対
し

当
該

道
路

法
の

違
反

に
関

す
る

意
見

を
述

べ
る

こ
、

、
、

と
が

で
き

る
。

４
総

務
大

臣
は

第
１

項
の

規
定

の
施

行
に

必
要

な
限

度
に

お
い

て
一

般
放

送
事

業
者

に
対

し
そ

の
業

務
の

状
、

、
、

況
に

関
し

報
告

を
求

め
又

は
そ

の
職

員
に

一
般

放
送

事
業

者
の

営
業

所
事

務
所

そ
の

他
の

事
業

場
に

立
ち

入
、

、
、

り
設

備
帳

簿
書

類
そ

の
他

の
物

件
を

検
査

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
、

、
、

。

５
前

項
の

規
定

に
よ

り
立

入
検

査
を

す
る

職
員

は
そ

の
身

分
を

示
す

証
明

書
を

携
帯

し
関

係
人

に
提

示
し

な
け

、
、

れ
ば

な
ら

な
い

。

６
第

４
項

の
規

定
に

よ
る

立
入

検
査

の
権

限
は

犯
罪

捜
査

の
た

め
に

認
め

ら
れ

た
も

の
と

解
釈

し
て

は
な

ら
な

い
、

第
条

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
は

万
円

以
下

の
罰

金
に

処
す

る
1
8
8

3
0

、
。

（

）

一
略

二
第

条
第

１
項

若
し

く
は

第
２

項
第

条
第

１
項

第
条

第
１

項
又

は
第

条
第

４
項

の
規

定
に

よ
1
1
5

1
2
4

1
3
9

1
4
5

、
、

る
報

告
を

せ
ず

若
し

く
は

虚
偽

の
報

告
を

し
又

は
当

該
職

員
の

検
査

を
拒

み
妨

げ
若

し
く

は
忌

避
し

た
、

、
、

、

者



二
六
頁

（

）

三
・

四
略

注
大

き
さ

は
縦

６
セ

ン
チ

メ
ト

ル
横

９
セ

ン
チ

メ
ト

ル
と

す
る

ー

ー

、
、

。

（
一
般
放
送
の
設
備
及
び
業
務
に
関
す
る
届
出
の
特
例
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

一
般
放
送
の
設
備
及
び
業
務
に
関
す
る
届
出
の
特
例
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
一
般
放
送
」
の
下
に
「
（
同
項
に
規
定
す
る
小
規
模
施
設
特
定
有
線
一
般
放
送
を
除
く
。
次
条
及
び

第
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
第
百
二
十
一
条
」
を
「
第
百
四
十
三
条
」
に
改
め
る
。

別
記
第
１
様
式
中

業
務

を
執

行
す

る
役

員
の

氏
名

資
本

の
額

千
円

代
表

権
を

有
す

る
役

員
の

氏
名

に
、

を

「 「

」



二
七
頁

注
１

資
本

の
額

の
欄

に
は

株
式

会
社

の
場

合
は

発
行

済
の

株
式

の
額

に
そ

の
株

式
数

を
乗

じ
た

も
の

を
記

載
す

「

、
、

る
こ

と
と

し
そ

の
他

の
法

人
の

場
合

は
こ

れ
に

準
じ

た
も

の
を

記
載

す
る

こ
と

、
、

。

２
届

出
者

が
法

人
で

あ
る

場
合

は
定

款
又

は
寄

付
行

為
法

人
以

外
の

団
体

で
あ

る
場

合
は

団
体

の
規

約
を

添
付

、

」

す
る

こ
と

。

注
１

届
出

者
が

法
人

で
あ

る
場

合
は

定
款

又
は

寄
附

行
為

法
人

以
外

の
団

体
で

あ
る

場
合

は
団

体
の

規
約

を
添

付

「

、

」

す
る

こ
と

。

⑴
ヘ

ッ
ド

エ
ン

ド
及

び
主

た
る

演
奏

所

「

注
１

設
置

の
場

所
は

例
え

ば
何

県
何

市
何

町
何

丁
目

何
番

何
号

何
ビ

「
（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

、
、

ル
の

屋
上

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

」

。

」

２
受

信
空

中
線

が
あ

る
場

合
は

そ
の

設
置

の
場

所
を

注
１

に
準

じ
て

付
記

す
る

こ
と

、
。

⑴
ヘ

ッ
ド

エ
ン

ド
主

た
る

演
奏

所
及

び
受

信
空

中
線

「

、

注
１

設
置

の
場

所
は

例
え

ば
何

県
何

市
何

町
何

丁
目

何
番

何
号

何
ビ

「
（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

、
、

をに
、

をに
、

」



二
八
頁

ル
の

屋
上

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

」

。

」

２
主

た
る

演
奏

所
及

び
受

信
空

中
線

が
あ

る
場

合
は

そ
の

設
置

の
場

所
を

注
１

に
準

じ
て

付
記

す
る

こ
と

、
。

６
⑴

の
分

岐
器

分
配

器
及

び
タ

ッ
プ

オ
フ

の
備

考
欄

に
は

引
込

端
子

の
総

数
を

記
載

す
る

こ
と

６

「

」
を
「

、
、

。

」
に
、

⑴
の

分
岐

器
分

配
器

及
び

タ
ッ

プ
オ

フ
の

備
考

欄
に

は
引

込
端

子
の

数
を

記
載

す
る

こ
と

、
、

。

⑸
業

務
開

始
の

予
⑹

業
務

開
始

時
の

受

（

）

定
期

日
信

契
約

者
の

見
込

数

⑸
業

務
開

始
の

予
⑹

業
務

開
始

時
の

受

（

）

定
期

日
信

契
約

者
の

見
込

数

有
料

放
送

の
実

施
□

有
料

放
送

を
含

む
□

有
料

放
送

を
含

ま
な

い

４
⑵

の
再

放
送

の
同

意
の

欄
に

は
再

放
送

を
す

る
場

合
に

〇
印

を
付

す
と

と
も

に
同

意
を

得
た

放
送

事
業

者
名

「

、
、

の
欄

に
放

送
事

業
者

名
を

記
載

し
同

意
書

の
写

し
を

添
付

す
る

こ
と

、
。

５
⑶

の
業

務
区

域
の

欄
に

は
地

図
に

記
載

の
と

お
り

と
記

載
し

一
般

放
送

の
業

務
区

域
を

記
載

し
た

地

「

」

、
。

、

を をに
、

「 「

」」



二
九
頁 」

図
を

添
付

す
る

こ
と

。

４
⑵

の
再

放
送

の
同

意
の

欄
に

は
有

と
記

載
す

る
と

と
も

に
同

意
を

得
た

放
送

事
業

者
名

の
欄

に
放

送
事

業

「

「

」

、

者
名

を
記

載
し

同
意

書
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
、

。

５
⑶

の
業

務
区

域
の

欄
に

は
地

図
に

記
載

の
と

お
り

と
記

載
し

一
般

放
送

の
加

入
申

込
が

あ
つ

た
場

合

「

」

、
。

、

に
当

該
加

入
申

込
を

遅
滞

な
く

受
諾

で
き

る
区

域
並

び
に

当
該

区
域

の
存

す
る

都
道

府
県

名
市

町
村

名
及

び
市

、
、

」

町
村

の
区

域
を

記
載

し
た

地
図

を
添

付
す

る
こ

と
。

８
該

当
欄

に
全

部
を

記
載

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
は

そ
の

欄
に

別
紙

に
記

載
す

る
旨

を
記

載
し

こ
の

様
式

「

、
、

」

に
定

め
る

規
格

の
用

紙
に

適
宜

記
載

す
る

こ
と

。

８
有

料
放

送
の

実
施

の
欄

に
は

放
送

法
第

条
第

１
項

に
規

定
す

る
有

料
放

送
を

含
む

か
否

か
に

つ
い

て
記

載

「

1
4
7

、

す
る

も
の

と
し

同
欄

の
□

に
は

該
当

す
る

事
項

に
レ

印
を

付
け

る
こ

と
、

、
。

９
該

当
欄

に
全

部
を

記
載

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
は

そ
の

欄
に

別
紙

に
記

載
す

る
旨

を
記

載
し

こ
の

様
式

、
、

」

に
定

め
る

規
格

の
用

紙
に

適
宜

記
載

す
る

こ
と

。

改
め
る
。

に
、

をに



三
〇
頁

３
一

般
放

送
の

業
務

区
域

の
変

更
を

し
よ

う
と

す
る

場
合

は
変

更
前

及
び

変
更

後
の

欄
に

地

別
記
第
２
様
式
中
「

「

、

図
に

記
載

の
と

お
り

と
記

載
し

変
更

前
及

び
変

更
後

の
一

般
放

送
の

業
務

区
域

を
記

載
し

た
地

図
を

添
付

す
る

こ
と

」

。
、

３
一

般
放

送
の

業
務

区
域

の
変

更
を

し
よ

う
と

す
る

場
合

は
変

更
前

及
び

変
更

後
の

欄
に

地
図

に
記

載
の

と

」
を
「

「

、

お
り

と
記

載
し

加
入

申
込

が
あ

つ
た

場
合

に
当

該
加

入
申

込
を

遅
滞

な
く

受
諾

で
き

る
区

域
並

び
に

当
該

区
域

の

」

。
、

、

」
に
改

存
す

る
都

道
府

県
名

市
町

村
名

及
び

市
町

村
の

区
域

を
記

載
し

た
変

更
前

及
び

変
更

後
の

地
図

を
添

付
す

る
こ

と
、

め
る
。附

則

こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


